
すべての保護者の方へ

不登校児童生徒サポートリーフレット

このサポートリーフレットは、すべての子どもたちとそばで寄り添う
すべての保護者の方へ相談先などについてご紹介するものです。

Ver.２

久留米市では、

「居場所づくり」「学習支援」「相談体制」の
充実に向けた取組を進めています。

久留米市不登校対応の３つの基本認識
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久留米市不登校対応の３つの基本姿勢

○子どもが安心して学べる魅力ある学校づくりを進めます

○子どもが自らの進路を主体的に考え、社会的に自立することをめざします

○大人の見立てによる対策から、子どもの声による支援に転換します
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学校内における支援【相談体制】

学校には、不登校に関して以下の専門家がいます。
学校の先生に、「スクールカウンセラーまたはスクール
ソーシャルワーカーに相談をしたいのですが」と声を
かけてみてください。

スクールカウンセラー
・心の専門家。学校に月数回、配置
・子ども、保護者にカウンセリングを行います。
また、子どもと保護者と一緒にカウンセリングを
行うこともできます。

スクールソーシャルワーカー
・福祉の専門家。
・学校、関係機関等（医療、福祉機関等）の橋渡
しを行ったり、自宅に訪問して相談を行ったりし
ます。

他にも、久留米市教育委員会に教育相談員がいます。
遠慮なくお電話または、市役所１７階へおこしください。

先生にも相談したけど、他に相談したり、
話を聞いたりしてくれる人はいるのかな？

学校の誰に、どのように相談したらいいの？

教育相談員

・いじめ、不登校などの相談
・平日９：００～１７：００
（土日祝日・年末年始を除く）
・℡:0942-30-9216
・E-mail：gakkyo@city.kurume.lg.jp 久留米市教育委員会

（市役所１７F）

※一番話しやすい先生に、自分の子どもが学校に
行けない（行き渋る）ことなどを、話してみてください。

※担任をはじめ、保健室の先生、学年の先生、教頭先生、校長先生、支援員など

少しでも不安があるときは、遠慮なく
学校や教育委員会にご相談ください。

不登校等の相談について

１



学校内における支援【居場所づくり・学習支援】

教室以外の居場所について

小学校

多くの小学校に「児童支援サポーター」を配置しています。
サポーターは、行き渋りや不登校の子どもの支援を行っています。
また、居場所をつくり、そこで学習支援等を行っている学校もあり
ます。
※各学校におけるサポーターの配置や支援内容については、在籍校に
確認してみてください。

学校に行けない（行き渋る）または、教室になかなか
入れない時は、どんなところで過ごせるの？

久留米市では「定時制・通信制高校等説明会」を
実施し、自らのキャリアについて考えたり、進路選択
の幅を広げたりする機会としております。開催前に
お知らせいたします。
※例年１０校以上の定時制・通信制の高校が参加しています。

定時制・通信制高校等説明会の様子
高校生活を楽しんでいる先輩
たちの声も直接聞けるっぱ！

小・中学校には、校内に以下のような居場所等があり
ます。
学校の先生に、「教室以外の居場所の利用や学習の
支援について相談したい」と声をかけてみてください。

中学校

教室とは別に、少人数で過ごせる「校内教育支援教室」を
市内全中学校に設置しています。
支援員が常駐し、学習支援、
教育相談、体験活動等を
行っています。

２



学校外における支援

久留米市には、校外教育支援教室「らるご久留米」があります。
学校の先生に「らるごの見学や利用について相談したいのですが」
と声をかけてみてください。

子どもが学校に行けない（行き渋る）ときは、どうしたらいいの？
また、学校以外にも居場所はあるの？

校外教育支援教室「らるご久留米」の他にも、久留米市内
や福岡県内にはフリースクールなどの居場所があります。

らるご久留米
（久留米市野中町）

不登校の子どもに寄り添い、「心の安定」などに努め、
支援員による学習支援や通級生との体験活動を通して、
社会的な自立を支援する教室です。

日常の学習 サマーキャンプ飼育体験

フリースクール等への利用を開始した小中学生の保護者
に対し、利用開始に係る経費について一部（３万円まで）
を補助します。補助金の交付は年度に１回です。

久留米市のホームページ「フリースクール等利用児童
生徒支援事業」を検索すると、詳しい説明を見ることが
できます。必要書類等を確認し、久留米市教育委員会へ
ご相談ください。

フリースクールの費用に対して、補助金は利用できるの？

どうやって申請したらいいの？

学校以外の居場所について

３



学校外における支援

左の二次元コードに、アクセスすると久留米市の
「不登校児童生徒へのサポート」のホームぺージに
リンクします。リンク先には、親の会、フリースクール、
主任児童委員などの関係機関等を紹介しています。

不登校支援に係る法令及び久留米市不登校対応方針

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の
機会の確保等に関する法律
⇒不登校児童生徒等への支援についての法律です

久留米市不登校対応方針
⇒不登校経験者等の声を大切にしながら、不登校対応を
進める上での基本方針をまとめたものです

学校の他にも、相談するところはないの？

令和７年度よりＩＣＴを活用したつながり・学習支援を始め
ました。詳しく知りたい・支援を受けたいと思った時は
久留米市教育委員会へご相談ください。

子どもが家から外に出ようとしない。学習面も心配だけど、家族
以外とのつながりももってほしい。そんな支援はあるの？

対 象：自宅で過ごしている不登校児童生徒
開設日：月・水・金（９：３０～１１：３０）
内 容：①学習アプリ等を使った

自主学習
②サポーターまたは
利用者同士の
コミュニケーション

カメラOFF、マイクOFFでも大丈夫！！

４ 【不登校児童生徒サポートリーフレット Ver.２】令和８年３月 久留米市教育委員会

ICTを活用した
つながり・学習支援
（不登校学習支援サポーター）
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